
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

参

議

院

文

教

科

学

委

員

会

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
Ｉ
Ｐ
マ
ル
チ
キ
ャ
ス
ト
放
送
（
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
に
基
づ
く
Ｉ
Ｐ
マ
ル
チ
キ
ャ
ス
ト
技
術
を
用
い
た
有
線
電
気

通
信
の
送
信
）
が
、
著
作
物
等
の
利
用
形
態
と
し
て
は
、
著
作
権
法
に
規
定
す
る
有
線
放
送
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
こ
と
に
か

ん
が
み
、
事
業
者
が
自
ら
番
組
を
調
達
し
て
放
送
す
る
「
自
主
放
送
」
の
著
作
権
法
上
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
も
、
速
や
か

に
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

二
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
の
全
面
移
行
に
向
け
、
そ
の
補
完
路
と
し
て
、
Ｉ
Ｐ
マ
ル
チ
キ
ャ
ス
ト
放
送
に
よ
る
放
送
の
同
時

再
送
信
の
円
滑
な
実
現
を
図
る
た
め
、
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
、
実
演
家
等
の
権
利
を
制
限
す
る
と
い
う
本
法
の
趣
旨
に
か

ん
が
み
、
技
術
の
進
展
に
伴
い
、
Ｉ
Ｐ
マ
ル
チ
キ
ャ
ス
ト
放
送
以
外
の
手
段
に
よ
り
、
原
放
送
の
放
送
対
象
地
域
に
限
定
し

た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
送
信
等
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
実
態
を
踏
ま
え
、
速
や
か
に
検
討
を
行
う
こ

と
。



三
、
近
年
の
Ｉ
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
技
術
の
進
歩
に
よ
る
伝
送
経
路
の
多
様
化
に
か
ん
が
み
、
著
作
権
法
に
規
定
す
る
放
送
、
有

線
放
送
及
び
自
動
公
衆
送
信
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
伝
送
経
路
等
に
よ
る
区
分
を
見
直
し
、
伝
送
経
路
の
多
様
化
に
対
応
し

た
包
括
的
な
規
定
に
改
め
る
こ
と
を
含
め
、
速
や
か
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
。
な
お
、
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
著
作
者
等
の

権
利
保
護
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
強
い
社
会
的
影
響
力
を
持
つ
放
送
の
特
性
や
放
送
法
制
に
基
づ
く
許
認
可
制
度
の

意
義
に
留
意
す
る
こ
と
。

四
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
に
規
定
す
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
デ
ジ
タ
ル

情
報
の
特
性
を
生
か
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
の
二
次
利
用
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
著
作
権
処
理
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
。

五
、
著
作
物
の
デ
ジ
タ
ル
情
報
化
に
伴
い
、
障
害
者
等
が
比
較
的
容
易
に
著
作
物
を
利
用
で
き
る
技
術
が
徐
々
に
整
い
つ
つ
あ

る
現
状
に
か
ん
が
み
、
高
齢
者
や
障
害
者
等
に
よ
る
著
作
物
の
利
用
を
促
進
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
更
に
検
討
を
進
め
る

と
と
も
に
、
視
覚
障
害
者
へ
の
拡
大
教
科
書
の
一
層
の
普
及
充
実
を
図
る
こ
と
。

、

、

、

六

特
許
審
査
及
び
薬
事
行
政
手
続
等
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
複
製
物
が

関
係
手
続
以
外
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う

十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


